
 

 

平成21年11月25日（金曜日） 
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○説明のため出席した者

町    長 八 十 出  泰  成 君
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まちづくり政策部長 高  木  和  彦 君
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○職務のため出席した事務局職員

事 務 局 長       向     貴 代 治 君

  

事 務局書記 助  田  有  二 君

 

○議事日程（第１号） 

  平成21年11月25日  午後２時00分開議 

 日程第１ 

  会議録署名議員の指名について 

 日程第２ 

  会期の決定について 

 日程第３ 

  諸般の報告について 

 日程第４ 

  議案第89号 平成21年度内灘町一般会計補正予算（第５号） 

  議案第90号 一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例について 

  議案第91号 常勤の特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について 

  議案第92号 教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例に 

        ついて 

  議案第93号 議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例につ 

        いて 

  提案理由の説明 

 日程第５ 

  議案の上程（議案第89号から議案第93号まで） 

 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆     ○会期の決定 

    ○開会・開議 ○議長【能村憲治君】 日程第２、会期の決

定についてを議題といたします。            午後２時00分開会 

○議長【能村憲治君】 ただいまの出席議員

は16名であります。 

 お諮りいたします。本臨時会の会期は、本

日１日といたしたいと思いますが、これにご

異議ございませんか。  よって、会議の定足数に達しておりますの

で、これより平成21年第５回内灘町議会臨時

会を開会し、直ちに本日の会議を開きます。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長【能村憲治君】 ご異議なしと認めま

す。よって、本臨時会の会期は本日１日と決

定いたしました。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○会議録署名議員の指名 

○議長【能村憲治君】 日程第１、会議録署

名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第120条の規定

により、議長において、１番生田勇人議員、

２番南和彦議員を指名いたします。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○諸般の報告 

○議長【能村憲治君】 日程第３、諸般の報

告を行います。 

 本臨時会に説明のため説明員として出席す

るよう地方自治法第121条の規定により要求
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いたしましたところ、説明のため出席をして

いる者の職、氏名は、別紙説明員一覧表とし

てお手元に配付しておきましたので、ご了承

願います。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○議案一括上程 

○議長【能村憲治君】 日程第４、議案第89

号平成21年度内灘町一般会計補正予算（第５

号）から議案第93号議会の議員の議員報酬及

び費用弁償等に関する条例の一部を改正する

条例についてまでの５議案を一括して議題と

いたします。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○提案理由の説明 

○議長【能村憲治君】 提出議案に関し、町

長から提案理由の説明を求めます。八十出泰

成町長。 

   〔町長 八十出泰成君 登壇〕 

○町長【八十出泰成君】 本日ここに、平成

21年第５回内灘町議会臨時会を招集いたしま

したところ、議員各位におかれましては、ご

多忙中にもかかわらずご参集を賜り、心から

お礼申し上げます。 

 さて、９月に民主党主導による新政権が発

足してから２カ月余りが経過いたしました。

この間に政府では、本年度の国の第１次補正

予算の一部執行停止や公共事業の見直しの方

針が打ち出されました。現在のところ、本町

においては、国の第１次補正予算関連で計上

した事業について、子育て応援特別手当給付

事業が執行停止になった以外は、予定どおり

執行できる見通しであります。 

 一方で、政府の行政刷新会議が2010年度予

算概算要求の無駄を洗い出す「事業仕分け」

の様子が連日、新聞、テレビ等で報道されて

おります。 

 この事業仕分けについては、長年にわたっ

て硬直化した予算配分の仕組みにメスを入れ、

国民目線で、かつ議論の経過をオープンにし

ており、その手法、プロセスについては一定

の評価をするものであります。 

 しかしながら、義務教育費の国庫負担や地

方交付税など国のあり方にかかわる大きな制

度の見直しについては、地方の意見を十分取

り入れ、時間をかけた慎重な議論を望むもの

であります。 

 むしろ、子ども手当や高速道路の原則無料

化など巨額な費用がかかるのに、政策効果が

不透明な事業こそ対象として取り上げるべき

だと考えます。 

 この事業仕分けの結果を踏まえ、今後、本

町の行財政にもさまざまな影響が出てくるも

のと思います。現段階では、まだ先を見通す

状況にはありませんが、今後、国の動向をし

っかりと見据えながら、新年度に向けての諸

準備を進めてまいる所存でございます。 

 議員各位並びに町民の皆様のご理解とご協

力を賜りたいと存じます。 

 それでは、ただいまから提出議案に対する

提案理由の説明を申し上げます。 

 議案第89号 平成21年度内灘町一般会計補

正予算（第５号）につきましては、歳入歳出

それぞれ3,055万7,000円を追加し、歳入歳出

総額を85億9,458万7,000円とするものであり

ます。 

 補正の内容といたしましては、地域情報通

信技術利活用推進補助金を活用したライフ・

ケア・オン・デマンド事業を行うものです。 

 この事業では、金沢医科大学と連携し、情

報通信技術を活用した妊産婦本人と子供の健

康情報をいつでも、どこでも本人が取り出す

ことができるシステムを構築します。 

 このシステムでは、女性の妊娠、出産、子

育てなどライフステージに応じた本人と子供

の健康情報をみずからがパソコンや携帯電話

などで登録し、ヘルスデータベースに蓄積し

ていきます。健康情報を登録するためのパソ

コンを役場と保健センターに設置して、シス

テムの利用促進を図ります。 

 健康診断記録や周産期診断記録、乳幼児診
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○議長【能村憲治君】 これより提出議案に

対する質疑に入ります。 

断記録、成長記録、予防接種記録、Ｑ＆Ａな

どをいつでも携帯電話などで確認でき、出先

での緊急の受診でも的確な対応が可能になり

ます。 

 質疑ございませんか。──質疑なしと認め

ます。 

 これをもって質疑を終了いたします。  また、長期的に健康情報を蓄積し、医師の

アドバイスも容易に受けられることで、母子

の不安解消及び女性特有の病気への対応と予

防を行うものであります。 

   ◆◆

 みずからと子供の健康情報を登録、蓄積、

活用するこの事業を実施することにより、周

産期医療の充実、健康意識の向上、生活習慣

病予防などの効果が期待でき、結果として定

住促進、出生率の向上にもつながるものと思

われます。 

 議案第90号 一般職の職員の給与に関する

条例等の一部を改正する条例について、議案

第91号 常勤の特別職の職員の給与に関する

条例の一部を改正する条例について、議案第

92号 教育長の給与、勤務時間その他の勤務

条件に関する条例の一部を改正する条例につ

いて、議案第93号 議会の議員の議員報酬及

び費用弁償等に関する条例の一部を改正する

条例について、以上４件の条例の一部改正に

つきましては、本年の国の人事院勧告に準拠

いたしまして、一般職員においては、給料表、

期末勤勉手当、住居手当等を改定するもので

あり、また、町長、副町長、教育長並びに議

会議員におきましては、本年12月の期末手当

の支給率を改定するため、所要の改正を行う

ものであります。 

 以上が今回提出いたしました議案について

の概要でございます。 

 何とぞ慎重にご審議をいただき、適切なる

ご決議を賜りますようお願い申し上げまして、

私の説明を終わります。 

 ありがとうございました。 

○議長【能村憲治君】 以上で提案理由の説

明は終わりました。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○質   疑 

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○議案の委員会付託 

○議長【能村憲治君】 お諮りいたします。

ただいま議題となっております議案第89号平

成21年度内灘町一般会計補正予算（第５号）

から議案第93号議会の議員の議員報酬及び費

用弁償等に関する条例の一部を改正する条例

についてまでの５議案は、お手元に配付して

あります議案付託表のとおり、所管の各常任

委員会に付託いたしたいと思います。これに

ご異議ございませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長【能村憲治君】 ご異議なしと認めま

す。よって、各議案は議案付託表のとおり所

管の各常任委員会に付託することに決定いた

しました。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○休   憩 

○議長【能村憲治君】 この際、議案審議の

ため、暫時休憩といたします。 

           午後２時10分休憩 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

           午後４時10分再開 

    ○再   開 

○議長【能村憲治君】 休憩前に引き続き会

議を開きます。 

 議事を続行いたします。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○会議時間の延長 

○議長【能村憲治君】 本日の会議時間は、

議事の都合により、あらかじめ延長いたしま

す。これにご異議ございませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長【能村憲治君】 ご異議なしと認めま

す。よって、本日の会議時間を延長すること
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に決定いたしました。  議案第93号議会の議員の議員報酬及び費用

弁償等に関する条例の一部を改正する条例に

ついては、妥当と認め、原案を可とすること

に決しました。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○議案一括上程 

○議長【能村憲治君】 日程第５、先ほど所

管の各常任委員会に付託いたしました議案第

89号平成21年度内灘町一般会計補正予算（第

５号）から議案第93号議会の議員の議員報酬

及び費用弁償等に関する条例の一部を改正す

る条例についてまでの５議案を一括して議題

といたします。 

 以上をもちまして、本委員会に付託されま

した議案の審査の経過並びに結果についての

報告を終わります。 

 平成21年11月25日 

 総務常任委員会委員長 北川進 

○議長【能村憲治君】 夷藤満文教福祉常任

委員長。    ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○常任委員長報告  〔文教福祉常任委員長 夷藤満君 登壇〕 

○議長【能村憲治君】 これより各常任委員

会における議案審査の経過並びに結果の報告

を求めます。 

○文教福祉常任委員長【夷藤満君】 平成21

年第５回臨時会において、文教福祉常任委員

会に付託されました議案の審査の経過と結果

についてご報告申し上げます。  北川進総務常任委員長。 

   〔総務常任委員長 北川進君 登壇〕  付託されました議案につきましては、教育

長及び関係部課長等から詳細な説明を求め、

慎重に審議を行った結果、議案第89号平成21

年度内灘町一般会計補正予算（第５号）第１

条歳入歳出予算の補正中、歳出第４款衛生費

第１項保健衛生費については、妥当と認め、

原案を可とすることに決しました。 

○総務常任委員長【北川進君】 平成21年第

５回臨時会において、総務常任委員会に付託

されました議案の審査の経過と結果について

ご報告申し上げます。 

 付託されました議案につきましては、町長

及び関係部課長等からそれぞれ詳細な説明を

求め、慎重に審議を重ねた結果、議案第89号

平成21年度内灘町一般会計補正予算（第５号）

第１条歳入歳出予算の補正中、歳入第13款国

庫支出第２項国庫補助金については、妥当と

認め、原案を可とすることに決しました。 

 なお、当委員会として、事業の執行に当た

り、個人情報にかかわるデータの管理等に十

分留意するよう申し添えます。 

 以上をもちまして、本委員会に付託されま

した議案の審査の経過並びに結果についての

報告を終わります。  議案第90号一般職の職員の給与に関する条

例等の一部を改正する条例については、採決

の結果、賛成多数で原案を可とすることに決

しました。 

 平成21年11月25日 

 文教福祉常任任委員会委員長 夷藤満 

○議長【能村憲治君】 各常任委員長の報告

が終わりました。  議案第91号常勤の特別職の職員の給与に関

する条例の一部を改正する条例については、

妥当と認め、原案を可とすることに決しまし

た。 

 議案第92号教育長の給与、勤務時間その他

の勤務条件に関する条例の一部を改正する条

例については、妥当と認め、原案を可とする

ことに決しました。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○質   疑 

○議長【能村憲治君】 各常任委員長の報告

に対する質疑を許します。 

 質疑ございませんか。──質疑なしと認め

ます。 

 これをもって質疑を終了いたします。 

 －5－



   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○討   論 

○議長【能村憲治君】 次に、討論に入りま

す。 

 討論ございませんか。 

 ６番、北川悦子議員。 

   〔６番 北川悦子君 登壇〕 

○６番【北川悦子君】 議案第90号一般職の

職員の給与に関する条例等の一部を改正する

条例について、反対の立場で討論いたします。 

 今回の一般職給与平均13万余りの引き下げ

は、内灘町の職員給料が特別に高いから問題

にして出されたものではありません。昨年来

の不況による構造的なものであって、一般職

の給料引き下げを実施することは、地域経済

の影響を考えますと悪循環であり、なお冷え

込んでいく構造と言わざるを得ません。 

 引き下げをやめ、内灘町の中で消費してい

ただく選択が地域経済への活性化にもつなが

る点からも反対いたします。 

 なお、11月20日の衆議院本会議と総務委員

会の中で原口総務大臣は、「民間で働く人た

ちが苦しいから公務員も同じように給与を減

らすべきだという単純な議論は危険」とも述

べていますこともつけ加えておきます。 

○議長【能村憲治君】 ほかに討論ございま

せんか。 

 ８番、北川進議員。 

   〔８番 北川進君 登壇〕 

○８番【北川進君】 議案第90号一般職の職

員の給与に関する条例等の一部を改正する条

例について、賛成の討論を行います。 

 今、こういった時代の中で、この職員の人

勧において引き下げが出されたと。それにつ

いては、もちろん、職員の給料が高いから下

げるという形でうちの町の職員の給料が高い

から下げるというのではなしに、社会的一般

の市町村の職員という形の立場からいって、

下げるという人勧の、ので下げるという形が

出ておりますので、もしこれを下げなかった

場合に、議員として私は町民の人に対して申

しわけがないという形に考えております。 

 そういった立場から、賛成の形で討論をい

たします。 

 以上です。 

○議長【能村憲治君】 ほかに討論ございま

せんか。──討論なしと認めます。 

 これをもって討論を終了いたします。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○表   決 

○議長【能村憲治君】 これより議案の採決

に入ります。 

 まず、議案第89号平成21年度内灘町一般会

計補正予算（第５号）を採決いたします。 

 本議案に対する委員長の報告は、原案可決

であります。 

 お諮りいたします。委員長の報告のとおり

決定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

   〔賛成者起立〕 

○議長【能村憲治君】 起立全員であります。

よって、議案第89号は原案のとおり可決され

ました。 

 

○議長【能村憲治君】 次に、議案第90号一

般職の職員の給与に関する条例等の一部を改

正する条例についてを採決いたします。 

 本議案に対する委員長の報告は、原案可決

であります。 

 お諮りいたします。委員長の報告のとおり

決定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

   〔賛成者起立〕 

○議長【能村憲治君】 起立多数であります。

よって、議案第90号は原案のとおり可決され

ました。 

 

○議長【能村憲治君】 次に、議案第91号常

勤の特別職の職員の給与に関する条例の一部

を改正する条例について、議案第92号教育長

の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する

条例の一部を改正する条例についての２議案
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を一括して採決いたします。 

 各議案に対する委員長の報告は、いずれも

原案可決であります。 

 お諮りいたします。委員長の報告のとおり

決定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

   〔賛成者起立〕 

○議長【能村憲治君】 起立全員であります。

よって、議案第91号、議案第92号の２議案は

原案のとおり可決されました。 

  

○議長【能村憲治君】 次に、議案第93号議

会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する

条例の一部を改正する条例についてを採決い

たします。 

 本議案に対する委員長の報告は、原案可決

であります。 

 お諮りいたします。委員長の報告のとおり

決定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

   〔賛成者起立〕 

○議長【能村憲治君】 起立全員であります。

よって、議案第93号は原案のとおり可決され

ました。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○閉議・閉会 

○議長【能村憲治君】 以上で今回の臨時会

に付議されました議件は議了いたしました。 

 よって、平成21年第５回内灘町議会臨時会

を閉会いたします。 

 ご苦労さまでございました。 

           午後４時22分閉会 

  地方自治法第123条第２項の規定により、

ここに署名する。 
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